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昨
年
末
、
北
朝
鮮
は
、
金
正
日
体
制
か
ら
金
正
恩
体
制
に
移
行
し
世
襲
体
制
を
構
築
し
つ

つ
あ
る
。
現
在
、
世
界
各
国
が
自
制
を
求
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
連
安
保
理
決
議
に

違
反
し
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
予
定
し
、
国
際
社
会
に
対
し
挑
発
的
行
動
を
取
り
続
け
て
い
る
。 

加
え
て
、
北
朝
鮮
は
、
わ
が
国
と
平
成
二
十
年
八
月
に
合
意
し
た
拉
致
に
関
す
る
再
調
査

を
全
く
実
施
せ
ず
、
今
な
お
不
誠
実
な
対
応
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
三
年
前
と
同
じ
く
、

核
実
験
の
強
行
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
北
朝
鮮
の
「
拉
致
、
核
、
ミ
サ
イ
ル
」
に
対
す
る
不
誠
実
か
つ
挑
発
的
行
動
は
、

北
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
上
の
脅
威
・
懸
念
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
我
々
は
、
わ
が
国

は
積
極
的
に
国
際
世
論
を
リ
ー
ド
し
、
北
朝
鮮
に
対
し
更
な
る
圧
力
を
加
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。 

よ
っ
て
本
特
別
委
員
会
は
政
府
に
対
し
、
四
月
十
三
日
に
期
限
が
切
れ
る
対
北
朝
鮮
措
置

に
加
え
、
以
下
の
制
裁
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。 

 

一
、
北
朝
鮮
が
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
実
施
し
た
場
合
、
国
連
安
保
理
決
議
一
八
七
四
号
等
に
違

反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
日
米
韓
が
連
携
し
更
な
る
対
北
朝
鮮
措
置
を
実
施
す

る
こ
と
。
併
せ
て
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
は
平
和
と
安
全
を
希
求
す
る
国
際
社
会

へ
の
重
大
な
挑
発
活
動
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
際
世
論
を
リ
ー
ド
し
制
裁
の
た
め
の

新
た
な
安
保
理
決
議
の
採
択
を
目
指
す
こ
と
。 

 

二
、
米
国
が
北
朝
鮮
を
テ
ロ
支
援
国
家
と
し
て
指
定
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
米

国
の
対
北
朝
鮮
へ
の
栄
養
補
助
食
品
等
の
食
糧
支
援
の
中
止
を
求
め
る
こ
と
。 

 

三
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
渡
航
の
際
の
携
帯
金
額
、
支
払
い
に
係
る
報
告
金
額
の
厳
格

化
を
行
う
こ
と
。 

 

①
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
携
帯
輸
出
に
つ
い
て
届
け
出
を
要
す
る
金
額
（
下
限
額
）

を
引
き
下
げ
る
こ
と
。
併
せ
て
、
携
帯
輸
出
金
額
の
一
回
当
た
り
及
び
年
間
の
上
限

額
を
設
定
す
る
こ
と
。 

 

②
北
朝
鮮
に
住
所
等
を
有
す
る
自
然
人
等
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
い
て
報
告
を
要
す
る



金
額
（
下
限
額
）
を
更
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。
併
せ
て
、
当
該
支
払
い
金
額
の
一
回

当
た
り
及
び
年
間
の
上
限
額
を
設
定
す
る
こ
と
。 

 

③
措
置
の
執
行
に
当
た
り
、
迂
回
輸
出
入
を
防
ぐ
た
め
厳
格
に
対
応
す
る
こ
と
。 

 

四
、
北
朝
鮮
と
我
が
国
の
人
の
往
来
を
全
面
禁
止
す
る
こ
と
。 

①
日
本
人
の
北
朝
鮮
渡
航
禁
止 

 
 

・
旅
券
法
５
条
１
項
、
６
条
２
項
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
を
渡
航
制
限
先
に
指
定
す
る
こ

と
（
制
限
先
へ
の
渡
航
に
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
）
。 

②
在
日
朝
鮮
人
が
北
朝
鮮
に
渡
航
し
た
場
合
の
再
入
国
禁
止 

 
 

・
入
管
法
２
６
条
に
基
づ
き
、
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
を
渡
航
先
と
す
る
再
入
国
を
禁

止
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
以
外
の
渡
航
先
で
申
請
し
て
き
た
場
合
、
北
朝
鮮
に
渡

航
し
な
い
と
い
う
誓
約
を
と
る
こ
と
。 

 
 

・
平
成
十
八
年
七
月
五
日
の
官
房
長
官
記
者
発
表
に
お
い
て
、「
在
日
の
北
朝
鮮
当
局
の

職
員
に
よ
る
北
朝
鮮
を
渡
航
先
と
し
た
再
入
国
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
」
と
し
て

い
る
。
今
回
の
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
対
応
し
、
再
入
国
不
許
可
の
範
囲
を
北

朝
鮮
当
局
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
朝
鮮
総
連
副
議
長
に
も
拡
大
す
る
こ
と
。 

 

五
、
朝
鮮
総
連
及
び
関
連
団
体
施
設
へ
の
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
は
、
関
係
地

方
自
治
体
へ
の
総
務
省
の
通
知
等
に
よ
る
指
導
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
政
府
認
定
に
係
る
拉
致
被
害
者
以
外
で
、
特
定
失
踪
者
等
拉
致
の
疑
い
の
あ
る
事
案
に

つ
い
て
も
、
そ
の
真
相
究
明
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

七
、
対
北
朝
鮮
措
置
の
確
実
な
実
施
の
た
め
、
拉
致
問
題
対
策
本
部
を
中
心
と
し
た
情
報
共

有
、
制
裁
効
果
の
検
証
、
法
執
行
な
ど
関
係
省
庁
間
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

八
、
韓
国
や
タ
イ
な
ど
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
被
害
者
の
い
る
国
々
及
び
北
朝
鮮
と
友
好
関
係

に
あ
る
国
等
と
連
携
し
、
拉
致
問
題
解
決
に
向
け
取
り
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

以
上 


